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平成３０年度 南街公民館 街づくり懇談会連続講座 

「第五回；現状の課題；未来につなげる暮らしの知識」 
 

                        南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                           ２０１９年０１月１０日 

 

平成３０年１０月２５日に平成３０年度 南街公民館 街づくり懇談会連続講座の第一

回が開催されて以降、０１月１０日に第五回が開催されました。この連続講座は南街公民

館が平成１８年度から継続的に開催しており、本年度で１３年目を迎えました。本年度は

「古きを知りて新しきを知る」をテーマに、６回の講座を開催しております。 

今回の第五回は相続･民法の改正と尊厳死宣言を含む終活について「燦リーガル司法書士

行政書志事務所」の鈴木敏起氏に説明して戴きました。 

 

                      

 館長；佐野様         講師；鈴木様       司会；伊藤様   
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  講演中の鈴木様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演は以下の内容で説明されました。 

 

１． これまでの課題と相続法改正 

  以下８点の課題から改正点の内容が説明されました。 

 1.1 配偶者の老後資金が枯渇する遺産分割 

 1.2 配偶者の「ない袖は振れぬ」遺産分割 

 1.3 預貯金の払い戻しに相続人全員の印鑑 

 1.4 相続人の債権者の権利保全 

 1.5 自筆証書遺言の全文自書は厳しい 

 1.6 自筆証書遺言の紛失、隠匿、検認 

 1.7 遺留分げ減殺請求で不動産が共有に 

 1.8 相続人のみに認められていた寄与分 

 

2． 身寄りのない方の財産承継 

  以下 5 点の内容で説明された。 

 2.1 終活の局面で 

 2.2 身寄りのない方とは 

 2.3 法廷相続人のいない方の財産承継 

 2.4 特別縁故者による財産分与の審判 

 2.5 近しい身寄りのない方の財産承継～寄付 

 

3. 身寄りのない方の身上監護 

以下 4 点の内容で説明された。 

 3.1 成年後見人ができないこと 

 3.2 医療同意見 

 3.3 終末期医療の延命治療 

 3.4 看取り介護に関する同意 

 

4． 尊厳死宣言公正証書 

  以下の 2 点の内容で説明された。 

 4.1 尊厳死宣言 

 4.2 尊厳死宣言公正証書 
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5. 終活概論 

  各種制度の比較マトリックスで説明された。 
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